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第３期新見市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

 

１ 策定の趣旨 

子ども・子育て支援事業計画は「子ども・子育て支援法」の規定に基づき、子ども・子

育て支援施策を計画的、総合的に提供するため、５年を１期として市町村に策定が義務付

けられた計画です。 

本市では、国の指針※に基づき、令和２年に「第２期 新見市子ども・子育て支援事業計

画」（以下「第２期計画」という。）を策定し「家庭を源に、地域全体で子どもを育てるま

ち」基本理念とし、家庭や地域、子育てに関わる施設、企業、関係機関が連携しながら様々

な子育て支援施策を実施することにより、安心してゆとりある子育てができ、全ての子ど

もが心豊かで健やかに育つまちを目指して、様々な取組を推進してきました。 

この度、第２期計画期間の満了に伴い「第３期 新見市子ども・子育て支援事業計画」（以

下「本計画」という。）を策定し、施策の点検、評価結果や新たな課題等を踏まえ、今後の

取組を見直し、令和７年度からの計画を策定します。 

 

 

「子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）」（抜粋） 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施

に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるも

のとする。 

 

 

「次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）」（抜粋） 

（市町村行動計画） 

第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び

事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び

幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整

備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生

活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以

下「市町村行動計画」という。）を策定することができる。 

 

※ 「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・

子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成 26 年内閣府告示

第 159 号）」（「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」） 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、本市の市政運営の指針となる上位計画「第３次新見市総合計画」の方針に沿っ

て、関連する他の部門計画との連携を図りながら、子ども・子育て支援施策を推進するも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の推進期間は、令和７年度から令和 11 年度までの５年間の計画です。最終年度

に、それまでの取組の総合評価及び見直しを行い次期計画につなぎます。 

なお、社会情勢の変化や制度等の改正、本市の現状の変化等により、適宜、内容につい

ての見直しを行う場合があります。 

 

４ 計画の策定方法 

（１）新見市子ども・子育て会議における協議及び市民意見の反映 

学識経験者や各種団体、組織の代表者、市民によって構成される「新見市子ども・子育

て会議」における審議を通して、様々な立場から意見をいただくとともに、市民や事業所、

関係者等からの意見を反映させるため、市民意見募集（パブリックコメント）を実施しま

す。 

 

  

第３次新見市総合計画 

関連計画 

新見市版地域共

生社会構築計画 

新見市地域防災

計画 

 など 

第３期新見市地域福祉計画 

第４次新見市地

域福祉活動計画 

（新見市社会福

祉協議会） 

 

 

新見市 

健康増進計画 

 

その他 

福祉に関する 

部門別計画 

 

新見市 

高齢者保健福祉 

計画・介護保険 

事業計画 

 

新見市 

障がい者計画 

障がい福祉計画 

・障がい児福祉 

計画 

【 本計画 】 

 

新見市 

子ども・子育て 

支援事業計画 

（ 福 祉 分 野 の 部 門 別 計 画 ） 
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（２）アンケート調査の実施 

本市在住の子育て中の保護者における、教育・保育施設、事業の利用状況や子育てに関

する意見、要望等を把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的として「新見市 子ど

も・子育て支援に関するニーズ調査」（アンケート調査）を実施しました。 

 

 就学前児童 小学生 

調査対象 
市内に居住する０歳から 

小学校入学前までの子どもがいる家庭 

市内に居住する小学１年生～３年生の 

子どもがいる家庭 

調査方法 郵送配布、郵送回収 

調査時期 令和６年２月～３月 

回収結果 

配布数 586 件 

有効回収数 487 件 

有効回収率 83.1％ 

配布数 450 件 

有効回収数 358 件 

有効回収率 79.6％ 

 

５ 子ども・子育て会議の開催について 

令和６（2024）年度における、子ども・子育て会議の開催時期と協議事項は、現段階で

は次のとおり予定しています。 

 

 開催時期 主な協議事項 

第１回 ７月 22 日（月） 

・ 「新見市子ども・子育て会議」及び「第２期 新見

市子ども・子育て支援事業計画の概要」   

・ 第２期新見市子ども・子育て支援事業計画の点検・

評価  

・ 子ども・子育て支援に関するニーズ調査の結果につ

いて  

・ 第３期新見市子ども・子育て支援事業計画の策定に

ついて 

第２回 11 月頃を予定 
・ 計画書の素案について 

・ 事業量の見込みについて 

第３回 ２月頃を予定 ・ 計画案の最終確認について 

 

 

 

 




